
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年12月26日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第102号

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和37年鳥取県規則第70号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（入居の申込書等） （入居の申込書等）

第２条 略 第２条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項第２号の入居申込書には、前項第１号から ３ 第１項第２号の入居申込書には、前項第１号から

第３号まで及び第７号に掲げる書類を添付しなけれ 第３号まで及び第６号に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 ばならない。

４及び５ 略 ４及び５ 略

（優先的に選考して入居させる者の要件） （優先的に選考して入居させる者の要件）

第３条の２ 条例第７条第４項第６号の規則で定める 第３条の２ 条例第７条第４項第５号の規則で定める

要件は、60歳以上の者で同居親族が次の各号のいず 要件は、60歳以上の者で同居親族が次の各号のいず

れかに該当するもの又は同居親族がないものである れかに該当するもの又は同居親族がないものである

こととする。 こととする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

２ 条例第７条第４項第７号の規則で定める要件は、 ２ 条例第７条第４項第６号の規則で定める要件は、

令第６条第１項第２号又は第３号に掲げる者である 令第６条第１項第２号又は第３号に掲げる者である

こととする。 こととする。

（低額所得者の収入の基準） （低額所得者の収入の基準）

第３条の３ 条例第７条第４項第９号の規則で定める 第３条の３ 条例第７条第４項第８号の規則で定める

収入の基準は、１万円以下とする。 収入の基準は、１万円以下とする。

（連帯保証人） （連帯保証人）

第６条 略 第６条 略

２ 条例第９条第２項の規定により請書への連帯保証 ２ 条例第９条第２項の規定により請書への連帯保証

人の連署を免除することができる場合は、入居決定 人の連署を免除することができる場合は、入居決定

者が次に掲げる者である場合とする。 者が次に掲げる者である場合とする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 条例第７条第４項第11号に該当する者のう (３) 条例第７条第４項第10号に該当する者のう

ち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確 ち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確



保が困難な者 保が困難な者

（収入の申告等） （収入の申告等）

第６条の５ 略 第６条の５ 略

２ 条例第９条の５第１項の規定による収入の申告 ２ 条例第９条の５第１項の規定による収入の申告

は、収入申告書（様式第10号の５）に第２条第２項 は、収入申告書（様式第10号の５）に第２条第２項

第１号、第２号及び第７号に掲げる書類を添付して 第１号、第２号及び第６号に掲げる書類を添付して

しなければならない。 しなければならない。

３ 略 ３ 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。




